
様式第２号（第10条関係） 

 

会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

 

１ 開催した会議の名称 

  第７回佐伯市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会 

 

２ 開催日時 

  令和４年１１月３０日（水） １４時から１６時まで 

 

３ 開催場所 

所在地 佐伯市中村東町６番９号 

  会場名 佐伯教育市民ホール「まな美」３階 市民多目的ホール 

 

４ 出席者 

  委 員：清松今朝見、小野貴美子、板倉慎二、宮崎正豊、藤原薫、木許喜久 

尾形紀美子、曽宮康生、相川良惠、河合良子、藤原優子 

 以上１１名（１６名中） 

  事務局：石井学校教育課長、久々宮教育総務課長、川野体育保健課長、 

加嶋学校教育課長補佐、柳井総括主幹 

 以上５名  他 関係課担当職員（５名） 

 

５ 公開、非公開の別 

  公開 

 

６ 傍聴人数 

   ０人 

 

７ 議題・結果 

  ◇各議題について事務局より説明し、委員より意見をいただいた。 

  ◇部会にわかれ、事務局が進行し、各委員より意見をいただいた。 

 

①市立小・中学校の今後のあり方（適正規模・適正配置）について 

 （主な意見） 

■答申案について 

・小規模校の存続と学校統廃合は矛盾する。小規模特認校等の制度をいかして存続を維持しつ

つ、併せて学校統廃合を検討するという意味合いなので、言葉を加える必要がある。 

 ・小規模特認校については指定する意図などについてしっかりと検討する必要がある。 

 ・地域に根差した学校のあり方についてもコロナ禍で難しい状況があり、具体的な方策の検討

が必要。 



 

■区域外通学に係る学校の自由選択制について 

 ・自由選択性は混乱を招く可能性あり。現状かなり多様なニーズに対応している。現状のまま

でよい。 

 ・保護者と子供の意見を尊重すべき。自由選択制もありでは。今後佐伯の子供が増えることは

難しい。 

統廃合も必要で、地域に根差した学校も必要となったら、学校も大変。地域は学校を支援す

る。 

 ・地域に根差した学校と自由選択制は合致しない。小規模校の存続を強く進めるのであれば、

自由選択制はなしでよい。現状の区域外就学の対応で様子をみてよい。 

 ・いわゆる地域を置き去りにした統廃合はしない、地域との相互理解で進めていくということ

が、子供にとってよりよい学校、地域とともにある学校づくりのスタートラインであろう。 

 

②休日の部活動の段階的な地域移行について 

  （主な意見） 

■答申案について 

 ・施設環境整備とそのための予算措置、減免措置等使いやすい環境整備が必要。 

 ・ダンス部を求める保護者の声あり。部活動の種類も時代のニーズの変化に対応する必要があ

る。 

 ・地域移行に際して、教育委員会が、各部活動が運営方針を示し理解を求めることも必要では

ないか。 

 ・佐伯が県で先頭を走っていると思える内容。答申案については異論なし。今後の課題として

教育委員会が方向性を示し、指導者権限の線引きとか複数部活の加入等、細かい課題への対

応も必要だろう。 

 ・保護者の意識改革の部分をフォロー出来てないことが気にかかる。丁寧な周知・説明を行う

などの意見を答申に入れたほうがよい。 

 

③中学校制服の選択制について 

（主な意見） 

■制服メーカーの決定方法 ･･･ 前回会議 方式案を提案 → 委員了承。 

■制服の必要性 ･･･ ①経済的 ②生徒が着る服で悩まなくてよい ③冠婚葬祭に対応可  

④風紀の乱れを防ぐ ⑤個人差がなく平等 ⑥差別・偏見を生まない ⑦帰属意識・仲間意識 

 ・制服はあった方がよい。経済的。風紀。統一感。どれも納得の得られる理由であると考え

る。 

 ・あった方がよい。私服という意見も尊重はするが、制服は冠婚葬祭等用途が多様な部分も大

きい。 

 ・「絶対にある、なし」ということではない。あった方が便利。貧困の問題にも対応できると

考える。 

 

 



■答申案について 

 ・選定の方式（マスターメーカー方式、業者選定方式）について、協議会の意見を記載した方

がよい。 

 ・地元佐伯の制服販売店への配慮についても記載した方がよい。 

 

８ 審議の内容 

・佐伯市立小・中学校の今後の在り方 

（適正規模・適正配置）について 

（１）第６回検討協議会までの振り返り 

（２）佐伯市立小・中学校の今後の在り方（適正規模・適正配置）について（答申案） 

（３）次回にむけて 

・休日の部活動の段階的な地域移行について 

（１）国や県、他市町村の現況について 

（２）佐伯市における「休日の部活動の段階的な地域移行」（答申案）について 

（３）次回の協議会について 

・中学校制服の選択制部会 

（１）第６回協議会の振り返り 

 （２）制服の必要性について 

 （３）佐伯市立中学校における「制服のあり方」答申（案）について 

 

９ 問い合わせ先 

佐伯市教育委員会 教育総務課  電話番号 ２２－４０７０ 

         学校教育課  電話番号 ２２－４６７０ 


